
 

 

 

 

＜ねらい＞ 

次代を担う子ども達の健全な育成を図るために、親の自発性、主体性を尊重しな

がら就学前児並びに就学児をもつ親及び市民一般の家庭教育活動を積極的に支援

し、豊かで充実した家庭の創造に資する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

＜推進上の配慮点＞ 

１ 運営の効率化の工夫…企画運営及び開催時期等の工夫、事業間の調整、「せせらぎ会」等の活用 

２ 参加者を増やす工夫…広報活動の工夫、学習雰囲気等の改善と情報提供 

３ 関係各課並びに民間団体、関連教育施設等との連携の工夫…情報提供と共有 

４ 運営委員等の負担軽減…提出書類の簡便化の工夫、運営委員の主体的活動支援   

 

 

〔１３歳～１５歳児の保護者〕  

・中学校家庭教育学級 

〔６歳～１２歳児の保護者〕 

・小学校家庭教育学級 

・親学習プログラム 

〔０歳～５歳児の保護者〕 

・子育て親育ち講座(スマイルクラブ) 

・地域子育てボランティア支援 

・民間家庭教育学級 

〔１６歳以上の保護者〕    ・民間家庭教育学級 

子育て交流のつどい 

家庭教育講演会 

〈推進のための基本事業〉 

１ 家庭教育振興会理事会  （4月・２月） 

２ 子育てスクール（家庭教育学級等運営） 

（１）家庭教育学級開設運営研修会 （２）各家庭教育学級の実践（４２学級） 

（３）家庭教育学級リーダー等研修会 

３ 講演会  （１）子育て交流のつどい （２）家庭教育講演会 

４ 子育てゼミナール（家庭教育学級リーダー養成講座）（1月～２月）  

５ 子育て親育ち講座（愛称：スマイルクラブ）（年１０回程度） 

６ 就学時健診時等保護者研修会（市内小学校要請校）（年２０校程度） 

７ 家庭教育学級啓発講座（市内全小学校） 

８ 地域子育てボランティア支援（年２０回程度） 

９ 啓発：チラシ、リーフレット、冊子等作成配布 


